
旅館業法に基づく処分について、旅館業法第９条第２項の規定に基づき、聴聞の期日に

おける審理は公開により行います。ついては、京都市行政手続法及び京都市行政手続条例

の施行に関する規則第１０条の規定に基づき次のとおり公示します。 

令和５年１月１９日 

京都市長  門 川 大 作 

 

聴聞の期日及び場所 

聴聞の期日 場所 

令和５年２月１３日（月）午前１０時００分  

 

 

 

 

 

京都市中京区御池通高倉西入高宮町

２００番地 

千代田生命京都御池ビル３階会議室 

令和５年２月１３日（月）午前１０時３０分 

令和５年２月１３日（月）午前１１時００分 

令和５年２月１３日（月）午後 ２時３０分 

令和５年２月１３日（月）午後 ３時３０分 

令和５年２月１３日（月）午後 ４時００分 

令和５年２月１４日（火）午前 ９時００分 

令和５年２月１４日（火）午前 ９時１０分 

令和５年２月１４日（火）午前 ９時２０分 

令和５年２月１４日（火）午前 ９時３０分 

令和５年２月１４日（火）午前 ９時４０分 

令和５年２月１４日（火）午前 ９時５０分 

令和５年２月１４日（火）午前１０時００分 

令和５年２月１４日（火）午前１０時１０分 

令和５年２月１４日（火）午前１０時２０分 

令和５年２月１４日（火）午前１０時３０分 

令和５年２月１４日（火）午前１０時４０分 

令和５年２月１４日（火）午前１０時５０分 

 

（保健福祉局医療衛生推進室医療衛生センター） 


